
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

比良・比叡の山々、そこから注ぐ天神川、日本一の琵琶湖。 

 まさに山紫水明の地に当社は、立地しています。 

 私たちは、こうした美しい環境を愛し、自然と地域環境と事業活動の融和を図る 

ことにたゆまぬ努力を傾注しています。 

 

 公害防止に万全を期すことは、会社が 

永遠に存続発展する不可欠の条件です。 

 

 当社は、最新の公害防止施設を備え、 

さらに限られた資源のリサクル研究と 

地域と調和のとれた企業を目指して、 

全社一丸となって日夜精進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   会社概要 

会 社 名 株式会社 暁精工所 

所 在 地 〒520-0243  

滋賀県大津市堅田二丁目 1-5 

           Tel （077）573-3048 

           Fax （077）573-2370 

創 立 1949(昭和 24)年 5月 13日 

資 本 金 1,500万円 

  営業品目  電子部品用ガラス、光ファイバー用補強材などの加工 

 

 

経営方針 

 

1. いたずらに規模のみを追わず堅実経営に徹し企業体質の強化 

   を図り永続的、安定的発展のために努力する。 

2. グローバルな視点にたち、常に研鑽を積み 信頼性のある優秀な 

製品を廉価にて生産することにより顧客の信頼を得るよう努力する。 

3. 従業員の能力伸長と活用で、生きがいのある職場をつくり自己 

実現を目指す。 

 

 

 

（株）暁精工所 



 

 

 

環境憲章 

 
 

[ 環 境 理 念 ] 

 

株式会社暁精工所は、母なる星「地球」上で活動している一員としてその環境保

全に貢献する事は最低限の義務であり使命であると認識しています。地域社会・自然

と調和し地球環境と共生できる生産活動を可能なことから実施していくことによ

り、永続的な文明の発展と豊かな社会の実現に寄与します。 

 

 [ 行 動 指 針 ] 

 

株式会社暁精工所は、環境保全を企業活動の最重要課題の一つととらえ技術的・経

済的に可能な範囲で従業員全員の参加のもと行動します。 

 

   1. 省エネルギー、廃棄物のミニマム化、リサイクル活動および汚染予防活動を通

じて、環境負荷の継続的な低減を図ります。 

2. 関連する環境の法規制の遵守はもとより、自らの責任において設定する管理基

準を掲げ、その実現に努めます。 

3. 環境負荷低減のための目的・目標を定め環境保全推進体制の維持・改善を継続

的に展開します。 

4. 環境教育を通じて全従業員の意識向上を図るとともに、一人一人が自らの責

任でもって環境保全活動を遂行できるよう啓発、支援を行います。 

 

 

 なお、当憲章は、従業員並びに関係会社に周知し、社外の要求に応じて開示します。 

 

以上 

2005.12.15（第 2 版） 

株式会社 暁精工所 

               代表取締役 森 雄治郎 
 

 



 

 

 

 

ISO 14001推進体制図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    昨年度までは、前年度に対しての削減目標を計画していましたが 昨年度下期より

生産量が増加しそれに伴い市水・電力・廃液の全ての項目に於いて目標値を超えてし

まいました。2015年度は、目標の設定方法の見直を行いました。 

 

2015年度 目的・目標 結  果 

市水使用量の削減 

生産量増加に伴い、各月毎に効率を係数化し 

2％の効率向上を目指す。 

目標に対して 

110％増加 

電気使用量の削減 

生産量増加に伴い、各月毎に効率を係数化し 

5％の効率向上を目指す。 

目標に対して 

117％増加 

廃 液 の 削 減 

生産量増加に伴い、各月毎に効率を係数化し 

5％の効率向上を目指す。 

目標に対して 

120％増加 

 

 

 

 

今年度より係数を設定する手法に変更し目標達成に向け活動しました。 

下のようなグラフ掲示による「見える化」や会議での進捗状況の報告等を行

いましたが 結果的に係数の設定方法等に問題があり 2015 年度も目標を達成

することができませんでした。 

2016 年度の目標を設定する際には、今年度の問題点を考慮し設定を行いたい

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

市水と電力の使用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃液発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

          環境負荷低滅に向けたその他の取組 

 

（１）省資源化 

生産量は、増加しているにもかかわらず日々の積み重ねと意識改革により

2014年度と比較し 4％の削減を行うことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2 ）労動災害防止に向けた取り組み 

  ◆ ヒヤリハットマップの作成 

         2014年度に提出されたヒヤリハット報告を 

もとにどの工程でどのような危険が潜んで 

      いるのか？危険な場所等の認識を 

共有することにより重大な事故、 

労災防止に活用しています。 
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       ◆危険予知訓練の実施 

       本年度より職場の中に潜む危険について各グループ内でイラストを 

活用し意見を出し合ったり話し合ったりそこから水平展開し実際に作業 

してもらいながら考えたりしています。 

その結果は、毎月開催される安全環境推進委員会の中で報告しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ◆滋賀県産業安全の日  

無災害運動への参加  

    

 今年度も滋賀県産業安全の日  

無災害運動に参加し無災害運動 

参加証をいただきました。 

 

   

 

 

 



（３）安全・環境パトロールの実施 

   各グループより安全環境推進委員を任命し環境管理責任者を中心として 

    毎月１回の割合で社内の整理整頓・環境整備・危険個所の点検・危険物の

点検などを行い異常事態の早期発見に努めています。 

 

 

 

 

（４）納入業者の協力による環境負荷低滅活動 

    原材料、資材等の納入時のアイドリングスットプの呼びかけやトラック

積載量の見直しを行い最適な積載量での配送手配を実施することによって

トラック台数の削減を進める取り組みを行っています。  

 

（５）その他の取組 

 

 

 

活動内容 頻 度 

安全環境推進委員会 月一回開催 

安全教育 必要に応じ随時 

交通安全（シートベルト着用、雨天時の

自転車の傘差し運転チェックなど） 
年２回 

通勤経路等の清掃 一斉清掃等で随時 

５Ｓ活動 月一回報告 

防火避難訓練 年一回 


